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資源エネルギー庁
事業計画策定ガイドライン
（バイオマス発電）2018年4月改訂

経済産業省 資源エネルギ庁 固定価格買取制度
（FIT法） 売電金額 24円／１KW

高額買取制度を維持する為、4人家族１軒当たり平均
年間約9000円の賦課金を負担しています。

制度創設により新規参入した再生可能エネルギー発電
事業者の中には、専門的な知識が不足したまま事業を
開始する者も多く、環境上の懸念等をめぐり地域住民
との関係が悪化する等、種々の問題が顕在化した。
まるで三恵バイオマス発電所の事が書かれている
のかと思いました。
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2016年11月29日に事業者と設計施工業者が住宅地すぐ上
の元パチンコ店空き地にバイオマス発電所を明日から建設す
ると当時の自治会長に申し入れた。

2016年12月13日に第1回住民説明会を開催した。しかし
騒音やその他の質問に十分に答える事が出来ませんでした。
カーボンニュートラルで地球環境に良い事業と強調された。

2017年2月2日に第2回住民説明会を開催した。
特に騒音対策として詳細な壁の構造図を示し屋外でMAX
50㏈以下に消音出来ると説明された。

（録音して議事録に残す）

設計施工会社の設計課長も同席の為、疑わなかった。

当初の経過 住民説明会実施 NO3



騒音の懸念に対する外壁の構造図と消音効果説明 NO4

屋外

数字のない口頭だけの説明資料は要注意 ‼



①騒音への懸念 １
新潟の工業団地で1号を試験的に立ち上げたがトタン板1枚で20㏈ダウンした。

資料の外壁構造の採用で屋外MAX50㏈以下に出来る。

④基本姿勢
近隣の方々には迷惑をかけないという姿勢で対応する。

②騒音への懸念 ２
若しMAX50㏈以下に出来なかったら事業者が責任を
もって対応するとも表明

③臭気への懸念
パーム油特有の軽く甘い感じの香りはあるかも知れな
いが、問題にならないレベルと判断している。

2017年2月2日の住民説明会 約束事項

上記事業者の約束事が我々近隣住⺠の要望の原点
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201９年４月2３日 臭気測定立会い
時、実際の騒音値を市行政機関と測定

ディーゼルエンジン2台で想定内部
騒音値 85㏈

4月23日実測では 88㏈

外壁すぐ外で騒音値MAX50㏈

が期待出来る。

福知山生活環境課との同時測定では
73㏈だった 。
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現状はどうか？

①騒音値
エンジンルーム2台稼働 88㏈（想定値85㏈）
外壁すぐ外側 73㏈（当初説明MAX50㏈）差異大
15㏈しか遮音出来ていない（新潟トタン板の実績は？）

②臭気 4月23日臭気測定時 排気口付近で確認（発生源）
油が焦げたような何とも表現し難い悪臭が漂う。
15分間程度居たが頭痛や吐き気をもよおす匂い。

生活への影響は、天気が良くても悪臭がする日は窓
も締め切り洗濯物も外には干せず、発電所に面した
部屋は使用出来なくなり物置になっています。
（特に悪臭は 広範囲に影響を及ぼしています ）
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事業者の言い分
①騒音値
国や府の基準をクリヤーしているので問題無い。

当初住民説明会で約束した事は無視して稼働中
企業モラルの面で問題は無いか？

②臭気
油が焦げた様な臭いがあるが
受忍限度を超えていない。
来客者はすべて悪臭と判断されている。

NO8



重大事故発生 2019年2月20日 ドラム缶35本
発電燃料のパームオイル7000ℓが漏れて下の住宅街に流出させた。
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協定書 2017年6月21日締結

正式要望書の提出 2019年4月23日
項目

１．騒音対策 屋外で50㏈以下
２．エンジン音による睡眠妨害の改善

３．臭い対策
起動時の黒煙による臭いと通常稼働時の表現
し難い異様な悪臭対策をお願いした。

反省事項として協定書は具体的数字も記録し
事業者が約束したすべての事を網羅する。
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近隣住⺠健康被害アンケート調査
令和元年８⽉８⽇ 調査員 児童⺠⽣委員 ⻄村恵⼦
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近隣住⺠被害状況マトメ

１）悪臭 何とも表現し難い嫌な臭い
① 頭痛や吐き気を催し病院通いの⼈もいる。
② 悪臭の為、窓も開けられない。家庭内不和
③ 花粉症の時期を過ぎても⿐⽔、咳が⽌まらない。
④ ⼟師南地区、円覚寺（⼟師町）でも確認される。

２）騒⾳ エンジン⾳で睡眠妨害
① ⾷欲、意欲の低下、24時間ストレスを感じる。
② 寝室を変え窓は締め切った状態が続く。眠る為深酒になる。
③ 発電所に⾯した部屋は物置になった。
④ 睡眠不⾜による眩暈や運転中の注意⼒低下による交通事故
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バイオマス発電所からのエンジン⾳で
（眠れなくなり）起床した時間 三⾕個⼈

4 5 6 7 8
1 AM 3:07 AM 3:13 AM 3:55 AM 1:32
2 AM 2:24 AM 1:56 AM 3:26 AM 2:27
3 AM 3:26 AM 2:27 AM 2:56 AM 2:28
4 AM 3:16 AM 2:57 AM 2:06 AM 2:48
5 AM 3:33 AM 1:17 AM 3:11 AM 3:00
6 AM 2:39 AM 1:27 AM 4:01 AM 4:05
7 AM 1:59 AM 1:39 AM 1:06 AM 2:53
8 AM 1:38 AM 2:37 AM 3:07 AM 4:43
9 AM 3:48 AM 4:25 AM 3:36 AM 2:15
10 AM 1:00 AM 4:00 AM 2:42 AM 2:09
11 AM 2:09 AM 2:52 AM 2:38 AM 2:39
12 AM 1:34 AM 1:05 AM 3:56 AM 4:07
13 AM 2:56 AM 3:09 AM 1:22 AM 2:54
14 AM 2:36 AM 3:09 AM 1:41 AM 3:07
15 AM 1:51 AM 1:52 AM 4:12 AM 2:46
16 AM 1:41 AM 4:16 AM 3:47 AM 1:38
17 AM 1:25 AM 3:41 AM 3:42 AM 3:16
18 AM 1:25 AM 1:24 AM 3:38 AM 2:59
19 AM 2:23 AM 4:07 AM 3:35 AM 0:58
20 AM 1:35 AM 3:11 AM 1:58 AM 1:18
21 AM 1:59 AM 4:34 AM 3:06 AM 1:18
22 AM 2:34 AM 3:21 AM 4:01 AM 2:45
23 AM 2:57 AM 1:18 AM 1:41 AM 1:09
24 AM 3:56 AM 4:44 AM 4:17 AM 2:46
25 AM 2:14 AM 1:43 AM 3:12 AM 1:56
26 AM 3:35 AM 2:57 AM 2:37 AM 4:05
27 AM 3：47 AM 2:57 AM 1:55 AM 2:46 AM 2:46
28 AM 3：52 AM 2:28 AM 2:52 AM 1:11
29 AM 3:56 AM 0:23 AM 4:15 AM 3:46
30 AM 2:57 AM 3:58 AM 4:05 AM 2:36
31 AM 3:38 AM 2:33

月日 4月27日～8月27日 123日間の比率
ＡＭ 0時～ ２ 1.6 ％
ＡＭ 1時～ ３２ 26.0 %
ＡＭ 2時～ ３９ 31.7 %
ＡＭ 3時～ 34 27.7 %
ＡＭ 4時～ 16 13.0 %
合計 １２３日間 100 %  
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悪臭から⽣活環境を守るには
臭気指数規制の導⼊（環境省）

１）地域を悪臭から守る規制としては悪臭特定物質規制と臭気指数
規制の2種類が有ります。
福知山は悪臭特定物質規制を採用しており、その規制では基本

的に悪臭から住民を守れないとされており、環境省も臭気指数規
制に変えていく事を推奨している。（臭気指数規制ガイドライン）

２）臭気指数規制
人が悪臭と感じる物質は色々なものが少量ずつ混ざり合っており
、現在では悪臭特定物質規制では住民の生活環境を守れないとの
考え方が一般的になっている。（舞鶴市も悪臭特定物質規制？）

その為、近年臭気をきれいな空気で薄めていって人の臭覚で臭い
を感じなくなるまでの薄めた倍率を元に臭気指数を算出するやり
方が広まっている。（この検査方法は悪臭と比例し数値の再現性も良い）

アメリカやヨーロッパはすべて臭気指数規制を採用
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気にな
らない

各都道府県
市町村名

⽬
標
値

施 ⾏ 年 ⽉ 昭和41年
4⽉

昭和57年
4⽉

昭和59年
4⽉

昭和59年
5⽉

昭和59年
7⽉

昭和62年
7⽉

平成元年
4⽉

平成５年
4⽉

平成７年
6⽉

平成10年
3⽉

平成11年
3⽉

平成21年
5⽉

4/23
測定値

測 定 ⽅ 法 5点⽐較 3点⽐較 同左 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

対 象 地 域 全域 全域 全域 全域 全域 全域 全域 全域 全域 全域 住宅街
対象 発⽣源 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種 全業種

規 制 基 準
第1種 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 10
第2種 10 17 10 13 14 15 14 10 10 13 15 10
第1種 30 20 30 25 30 28 24 25 25 25 30.5 28 45 25
第2種 30 40 30 30 34 33 29 25 25 27 32.5 28

ポイント

臭気指数規制を導⼊している都道府県市町村
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煤煙測定の正当性に疑問
通常2台稼働 発電量 1760KWH

１ ） 7⽉17⽇ 事業者定期測定（２回/年）
３台稼働で 1760Kw 67％（33％ダウン）

今年の1⽉25⽇付け測定も同⼀条件で⾏っている事判明
２ ） 7⽉25⽇ ⻄保健所測定 （不定期）

2台稼働で通常より稼働負荷を明らかにダ
ウンさせて測定（稼働条件公開請求中）

３）通常稼働状態での煤煙測定と結果の公表
正規の稼働条件で検査出来ない理由？？
NOX値が基準を超える？？（950PPM ）
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過去の煤煙測定データ
NOX値 950PPM以下
通常の2/3の負荷で測定

煤煙測定データ NOX値 950PPM   以下

2017年11⽉15⽇分 単位 PPM

1号機 2号機 3号機 平均値

590 580 600 590

2019年1⽉25⽇分 単位 PPM

1号機 2号機 3号機 平均値

670 560 520 583

ディーゼルエンジンの特徴

稼動負荷によりNOX値
濃度は大幅にUPする。

1月25日1号機 670ppm

リニア―な変化としても

670ｘ1.5＝1005ppm

基準値オーバーする？



事業計画策定ガイドライン
2019年4月 改訂版

第２章 適正な事業実施のために必要な措置
第３節 設計・施行 ４．周辺環境への配慮
① 設計・施行に当たり、発電設備からの臭気により
地域住民の生活に支障が出ないように配慮すること。
また、発電設備の振動音等が地域住民や周辺環境に
影響を与えないよう、適切な措置を講ずるように努
めること。さらに、ばい煙が発生する場合には、大
気環境への影響を低減する適切な措置を講ずるよう
に努めること。（資源エネルギー庁ガイドライン）

私達住民は、以前の素晴らしい環境を一日でも早く取り戻したいとい

う思いだけです。どうか私達のように事業者に騙されないようよく考
えて行動して下さい。賦課金まで払って悪臭と騒音被害を受ける？？？
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ご清聴ありがとうございました！


